
　

直近３カ月以内の写真
正面、無背景

スナップ写真は不可

新元号

写　　　真

全面のりづけ

フリガナ

生年月日
昭和

平成

〇印

　　　年　　　月　　　日

（タテ4㎝×ヨコ3㎝）

氏　名

所在地（〒　　　－　　　　　）

　電話（　　　　　　）　　　－　　　　　　　　ＦＡＸ（　　　　　　）　　　－

　※受講票としてＦＡＸしますので、ＦＡＸ番号をご記入下さい

事業主
証　明

　上記の経験年数が相違ないことを証明します

　新元号　　　　年　　　月　　　日

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

17:15

「建設業技能安全センター・セーフティプラザ山形」

           寒河江市大字白岩字久保川原１６６０

℡:０２３７－８３－２２１１　　  FAX:０２３７－８３－２２１２

所　属
事業場

事業場名 建災防山形県支部
（いずれか○印）

一般 会員

   新元号 ※修了証番号

新元号1年 6 月第   　   号 28 日 9:00 ～

　年（　　　　）

 　　　　 　　　　㊞

会場略図

　（〒　　　－　　　　　）

住　　所

　電話（　　　　　　）　　　－　　　　　　　　ＦＡＸ（　　　　　　）　　　－

　　受講資格の(1)～(20)のうち （　　　　）

○受講者は当日、この受講票を持参し、８時４５分まで会場に集合し受付すること。

　該当

※受講番号 日　　　程 会　　　場

※建設業安全衛生推進者能力向上教育(初任時)　受講票

建設業労働災害防止協会山形県支部長　殿

年 月

○先に申込書と現金を持参か、申込書を郵送後、振込予定日に入金をお願いいたします。

備　考

日

（本申込書はコピーしてお使い下さい）

　　　建設業安全衛生推進者能力向上教育(初任時)受講申込書（兼受講票）

【注意】

受
講
日
当
日
、
本
人
確
認
の
た
め
「
運
転
免
許
証
・
健
康
保
険
証
・
住
民
票
」
の
い
ず
れ
か
を
持
参
し
て
下
さ
い
。

身
分
証
を
忘
れ
る
と
、
受
講
で
き
ま
せ
ん
。

○受講取消しによる受講料等の返金は、学科講習日の3日前(土､日､祝日を除く)まで連絡して下さい。それ以降は応じられません。

※なお、振込手数料は、
各自でご負担下さい

受講資格

第　　　　　　　　　　　　　号

日

受講料納入

受講金額
(該当○)

　　安全衛生実務経験年数　　

※修 了 証
交付年月日

10,150円
月

○記入していただいた氏名、生年月日等は、この講習事業以外は一切使用致しません

振込
依頼人名

振込
予定日

12,650円

○申込書に記載する氏名、生年月日等の項目は、法律で記入する事が定められています。正確に記入して下さい



 

 

（１） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（旧大学令（大正７年勅令第３８８号）による大学を

含む。）又は高等専門学校（旧専門学校令（明治３６年勅令第６１号）による専門学校を含む。） 

を卒業した者（職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）による職業訓練大学校における長期課程（職

業訓練法の一部を改正する法律（昭和６０年法律第５６号）による改正前の職業訓練法による長期指導員訓練

課程を含む。）の指導員訓練を修了した者を含む。）で、その後１年以上安全衛生の実務（衛生推進者にあっ

ては、衛生の実務、以下同じ。）に従事した経験を有するもの。 

（２） 学校教育法による高等学校（旧中等学校令（昭和18年勅令第36号）による中等学校を含む。）を卒業した

者で、その後３年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。 

（３） ５年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。 

（４） 都道府県労働局長の指定を受けた者が実施した安全衛生推進者養成講習を修了したもの。 

（５） 安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を有する者。 

（６） 安全管理者の資格を有する者で、当該資格を取得した後１年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの。 

（７） 衛生管理者の資格を有する者で、当該資格を取得した後１年以上安全の実務に従事した経験を有するもの。 

（８） 作業主任者の資格を有する者で、当該資格を取得した後１年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する

もの。 

（９） 元方安全衛生管理者の資格を有するもの。 

（10） 労働安全衛生法第２５条の２第２項の労働省令で定める資格を有する者（ずい道等救護技術管理者講習修

了者をいう。）で、当該資格を取得した後１年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。 

（11） 労働安全コンサルタント 

（12） 労働衛生コンサルタント 

（13） 昭和49年３月４日付け基発第112号｢安全推進員制度及び労働衛生管理員制度について｣に基づく安全推進員

講習及び労働衛生管理員講習（以下、それぞれ「安全推進員講習」及び「労働衛生管理員講習」という。）を

修了した者。 

（14） 安全推進員講習を修了した者で、当該講習を修了した後１年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの。 

（15） 労働衛生管理員講習を修了した者で、当該講習を修了した後１年以上安全の実務に従事した経験を有する

もの。 

（16） 職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）第９条に定める専門課程の養成訓練（職業

訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令（昭和６０年労働省令第２３号）による改正前

の職業訓練法施行規則（以下「訓練法規則」という。）別表第一の専門訓練課程及び職業訓練法の一部を改正

する法律（昭和５３年法律第４０号）による改正前の職業訓練法（以下「旧訓練法」という。）第９条第１項

の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。）を修了した者で、その後１年以上安全衛生の実務に従事した経験を

有するもの。 

（17） 職業能力開発促進法施行規則第９条に定める普通課程の養成訓練（訓練法規則別表第一の普通訓練課程及

び旧訓練法第９条第１項の高等訓練課程の養成訓練を含む。) を修了した者で、その後３年以上安全衛生の実

務に従事した経験を有するもの。 

（18） 農林水産省組織令（昭和27年政令第389号）第209条の水産大学校における正規の課程を修めて卒業した者

で、その後１年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。 

（19） 自動車整備士技能検定規則（昭和２６年運輸省令第７１号）第２条の自動車整備士であって、同規則第６

条の２第１項第１号の１種養成施設の課程を修了したもの。 

（20） 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１９条に定める水道技術管理者の資格を得るための同法施行規則

第１３条第３号に定める厚生労働大臣が認定する講習を修了したもの。 


